
令和２年第５回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和２年５月２２日

                           １３時３０分～１４時１５分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室
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令和２年第５回海老名市農業委員会定例総会

 令和２年５月２２日「令和２年第５回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市議会全

員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１３名で次のとおりである。 

2番 深澤 伸治     3番 清水 澄雄    4番 松島 淳一    5番 小島 富士男 

 6番 波多野 寛   7番 市川 和美     8番 竹内 章人   9番 新戸 和夫   

10番 守屋 福夫  11番 宮䑓 功    12番 金指 満    13番 二見 務   

14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、 管理係長 草薙 砂織、主査 加藤 友彦、主事 柴田 康平 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第27号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第28号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第３ 議案第29号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第30号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。

  (１) 農地の一時使用について（報告） 

(２) 農地転用届出による専決処分について 

【事務局長】 本日も、１番委員（会長）が欠席でございます。会議の議長は会長職務代

理者にお願いします。それでは、本日の開会に当たりまして、２番委員から
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ご挨拶をお願いいたします。

会長職務代理者が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１３名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、３番委員、４番委員を指名さ 

せていただきます。 

それでは、議案書３から５ページ、４．報告事項の（１）活動状況につい

て、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。 

ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいたし

ます。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、この程度にさせていただきます。 

本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議規

則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、この規

定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしということでございますので、傍聴を許可いたします。傍聴人 

を入室させてください。 

 暫時休憩いたします。 

          （休 憩） 

【議  長】 再開いたします。 

これより５．付議事項に入ります。 
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 議案書６ページ、日程第１、議案第２７号 農地法第３条の規定によ

る許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  それでは、説明させていただきます。 

 農地法第３条では、農地、または採草放牧地についての権利を移転、

または設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければな

らない旨を規定しております。これは、権利の設定、移転の機会を捉え

て、農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として、農業者以外の者に

よって取得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によっ

て効率的に利用されることにより、農業生産力の維持拡大を図ることを趣

旨としたものです。 

 受付番号７、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、畑、

現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、本郷■■■■■■■■、■■■、

譲渡人は、本郷■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目

的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真につきましては、資料１

にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  提案説明が終わりました。地区委員の意見を伺います。19番委員。 

【19番委員】  ■■さんは、学校を卒業してからずっと農業をされていまして、現在、

本人と奥さん、それから、弟さんがかなり積極的に農業をされていて、ブ

ロッコリーとか、カボチャ、コマツナ等、露地野菜を中心に農業をされて

います。この土地は、資料１のところの土地は細長くなっておりますが、

左側のほうの土地が■■さんの所有でありまして、こう見ると、一体とし

て使っているのがお分かりになるかと思います。この土地は、譲渡人の■

■さんのお父さんの代から■■さんが借りておりまして、ずっと前から一

体として作っていました。そういうことで、これからも一体として耕作す

るのが望ましいということで、購入されるということで、特に問題はない

と思います。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況につきましては、■■■さん、妻の■
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■■さんの２名が農業従事者だそうです。経営主は、令和２年の農家台帳

では、■さんになっております。農業への従事状況に関してですが、■さ

んの農業経験年数は５５年、農業従事日数は３００日、■■■さんの農業

経験年数は５０年、農業従事日数は５０日だそうです。■■さん世帯の現

在の農業経営面積は、自作地の田んぼが■■■■■平米、畑が■■■■■

■■平米、合計、■■■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超

えております。機械は、トラクター１台、耕運機２台、トラック２台を所

有しております。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕

作を行う旨、申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の

面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。このほか、許

可をすることができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に

該当する項目はございません。この案件に関しまして、特に問題ないと思

われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  昨日、第２班で現地調査をしてまいりました。農地として適正に利用さ

れている土地でありました。それで、問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号７について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第２８号 引き続き農業を行

っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１４について、事務局から提案説明をお願いをいたします。 

【主  査】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごとに
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引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要

なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている

農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証明するもの

でございます。 

 議案書の７ページをご覧ください。受付番号１４、被相続人は、門沢

橋■■■■■、■■■■、相続人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■

■、引き続き農業を行っている期間は、平成２９年４月２７日から令和２

年５月２２日までです。特例農地等の明細ですが、門沢橋■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、生産緑地、■■■■■平米、ほか■

筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米でございます。事務局で５

月１２日に現地調査をしましたところ、農地として適正に管理されており

ましたので、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１４について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書８ページ、受付番号１５について、事務局から提

案説明をお願いをいたします。 

【主  査】  受付番号１５、被相続人は、門沢橋■■■■■、■■■■、相続人は、

門沢橋■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成２９年４月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等の明

細ですが、門沢橋■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、生産

緑地、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■

平米でございます。事務局で５月１２日に現地調査をしたところ、農地と
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して適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１５について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１６について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  査】  受付番号１６、被相続人は、門沢橋■■■■■、■■■■、相続人は、

門沢橋■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成２９年４月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等の明

細ですが、門沢橋■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、生産

緑地、■■■平米のうち■■■平米の■筆でございます。事務局で５月１

２日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されておりましたの

で、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１６について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 
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 続きまして、議案書９ページ、受付番号１７について、事務局から提

案説明をお願いをいたします。 

【主  査】  受付番号１７、被相続人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成２９年４月２８日から令和２年５月２２日までです。特例農地

等の明細ですが、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、

田、農業振興地域内、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで、合計、

■■■■■平米でございます。事務局で５月１２日に現地調査をしたとこ

ろ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１７について、採決

をさせていただきたいと思います。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１８について、事務局から提案説明をお願いを

いたします。 

【主  査】  受付番号１８、被相続人は、中新田■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、中新田■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成２９年７月２８日から令和２年５月２２日までです。特例農地

等の明細ですが、中新田■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、生産緑地、■■■平米の■筆でございます。事務局で５月１２日に現

地調査をしたところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に

問題ないと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  それでは、受付番号１８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１８について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１０ページ、受付番号１９について、事務局から

提案説明をお願いをいたします。 

【主  査】  受付番号１９、被相続人は、社家■■■■■、■■■■■、相続人は、

社家■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成

２９年５月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等の明細で

すが、本郷字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興

地域内、■■■■■平米、ほか■■筆、議案書のとおりでございます。そ

のうち、農業振興地域内の田が■■筆、畑が■筆、生産緑地が■筆、合

計、■■■■■■■■平米でございます。こちらにつきましても、事務局

で５月１２日に現地調査をいたしましたが、農地として適正に管理されて

おりましたので、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

【13番委員】  蛭川さんのところ、この間、農地パトロールで歩いたんですけれども、

結構、荒れているんですよね。農地として適正に使用されていないので、

そこのところは少し問題があるんじゃないか。 

昨年８月の農地パトロールのときもやっぱり荒廃している場所があっ

て、事務局から本人サイドに何とか手を入れろというようなことで通知を

したと思うんです。現況、事務局のほうから、適正に農地として使用され
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ていると言うんですけど、見たところ、農地として使用されていないの

で、少し問題があるんじゃないか。 

【議  長】  事務局、いかがでしょうか。 

【事務局長】  ご指摘いただいている状態のよくないところというのは、このナンバー

１から１６の中以外のところにあるということですよね。こちらの１６の

ところまでは、今、事務局が説明したとおり、１２日の現調で問題なかっ

たということで、今回議案として提出させていただいているんですけど、

それ以外のところにつきましては、私どものほうで、去年、パトロールし

てから経過をまだ見ていないような状態でございますので、証明を出す土

地はとりあえず問題なくても、お持ちになっているほかのところでという

ところですよね。そこについては、もう１回、これからまたパトロールの

時期になりますので、事務局でも１回洗い直して、状態がよくなるような

指導をしていきたいと思っております。 

【議  長】  13番委員、よろしいでしょうか。ほかに、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１９について、採決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１２ページ、受付番号２０について、事務局から

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号２０、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、

大谷南■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２９年４月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等

の明細ですが、大谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、生産緑地、■■■平米の■筆でございます。事務局で５月１２日に現

地調査をしたところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に

問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号２０について、質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２０について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１３ページ、受付番号２１について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号２１、被相続人は、社家■■■■■■■、■■■■、相続人

は、社家■■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、平

成２９年４月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等の明細

ですが、中河内字■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、畑、農振農用

地区域内、■■■平米、ほか■■筆、議案書のとおりでございます。その

うち、農振農用地区域内の田が■筆、農業振興地域の田が■筆、市街化調

整区域の畑が■筆、生産緑地■筆、合計、■■■■■■■■平米でござい

ます。こちらにつきましても、事務局で５月１２日に現地調査をしました

が、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号２１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２１について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 
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 続きまして、議案書１５ページ、受付番号２２について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号２２、被相続人は、大谷南■■■■■■■■、■■■、相続人

は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２９年５月２７日から令和２年５月２２日までです。特例農地等

の明細ですが、大谷字■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農振

農用地区域内、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりでございます。合

計、■■■■■平米でございます。事務局で５月１２日に現地調査をした

ところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思

われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号２２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２２について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページ、日程第３、議案第２９号 引き続き特定貸

付けを行っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  この証明は、相続税納税猶予の特例適用を受けている農地について、特

定貸付けをしている方が、３年ごとに引き続き相続税の納税猶予の特例を

受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要な証明です。過去３

年間において相続税の納税猶予を受けている農地が特定貸付けされ、農地

として利用されているかという部分を農業委員会が証明するものです。 

 受付番号３、被相続人は、社家■■■■■■、■■■■■、相続人

は、社家■■■■■■、■■■■■、引き続き特定貸付けを行っている期
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間は、平成２９年５月２９日から令和２年５月２２日までです。特例農地

等の明細ですが、社家字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、

農業振興地域内、■■■平米でございます。事務局で５月１２日に現地調

査をしたところ、農地として適正に管理されていました。特に問題はない

と思われます。 

 また、補足で説明をさせていただきますと、今回の場合で言う特例貸

付けは、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の作成によ

る貸付けであり、令和３年１２月３１日まで貸付けをしているものです。

本日の委員の皆様に了承していただきましたら、証明を発行いたしまし

て、当事者へ通知をします。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページ、日程第４、議案第３０号 農用地利用集積

計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号２３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者より申

出がありましたので、農用地集積計画（案）を上程します。この審議を経

て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積計画を定めるよう要

請いたします。海老名市は、それに基づき、農用地利用集積計画を作成

し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。海老名市で

は、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１２月末と
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しています。 

 それでは、提案説明をいたします。受付番号２３、借り手は、杉久保

南■■■■■■■、■■■■■■、■■■■、貸し手は、杉久保南■■■

■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、杉久保字■■■■■、現況

地目、畑、■■■平米、■筆です。貸し借りの種類は、賃貸借権の設定、

利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令和２年６月１日から令和３年

１２月３１日までの２年間です。農業振興地域内１件の新規の計画です。

この案件につきまして、５月１２日に事務局で現地調査をしたところ、現

地は農地として管理されていました。また、借り手は、農業者で、農用地

利用集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件も満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 それでは、受付番号２３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２３について、採決

をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１８ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議

によらない案件の（１）農地の一時使用について（報告）を案件といたし

ます。 

 受付番号４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤードなどのための農

地の一時使用については、所有者、使用者、事業者の３者から連名で申請

をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理しておりま

す。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであるかど
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うか、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認しま

す。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使用していただくよ

うにしていただいております。しかし、これについては、今回の審議で

は、以前から使用しているものですが、継続の申請がありましたので、報

告をいたします。 

 受付番号４、申請地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりでございます。所有者

は、上郷■■■■■■■■、■■■■、ほか■名、議案書のとおりでござ

います。使用者は、横浜市西区平沼■■■■■■■■■、■■■■株式会

社横浜支店、執行役員支店長■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海

老名市長、内野優、工事名は、令和２年度（仮称）上郷河原口線道路新設

工事、目的は、工事に伴う仮設ヤードとしてになります。使用期間は、令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までです。本件は、当初、平成２

８年１月から同じく２８年の３月末までということで申請があり、その

後、年度ごとに使用期間を延長して、令和２年３月末まで使用しておりま

したが、さらに１年間延長するということで、申請を受けております。地

権者との契約が年度ごとになることから、このような形での申請となって

いるそうです。なお、工事につきましては、令和４年度中に終わる予定と

いうことで、所管課である道路整備課のほうから伺っております。この農

地の一時使用について問題ないものと判断し、専決処分で受理したという

ことを今回報告させていただきます。 

 資料につきましては、資料２－１に案内図と現地の写真、資料２－２

に土地利用計画の平面図、資料２－３に断面図をお配りしております。資

料２－１の左上の地図をご覧ください。（仮称）上郷河原口線は、図書館

の西側のところから北へ、ＪＲ相模線を通って海老名駅西口方面に向かう

新設道路だそうです。 

 以上になります。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 地区委員の意見について、私のほうから発言をさせていただきます。 

 平成２８年１月から、上郷河原口線道路新設工事の工事ヤードとして
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使用しております。その間、今までの間、何の問題もありませんでしたの

で、支障はないと思います。 

 以上です。 

 それでは、受付番号４について、質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号４については承認とさせていただきたいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということなので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページ、農地転用届出による専決処分についてを案

件といたします。 

 １９ページ、農地法第４条、受付番号４から５の２件、２０ページか

ら２１ページの農地法第５条、受付番号２５から３１の７件、合わせて９

件について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されておりますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に

は、許可を要しないこととなっております。それを定めているのが、農地

法第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号になります。 

 議案書の１９ページをご覧ください。農地法第４条第１項第８号の規

定による届出になります。届出期間につきましては、令和２年４月１日か

ら４月３０日までの間に届出がされたものになります。 

 受付番号４と５の２件、田が４０１平米、畑が613.26平米、合計、

1,014.26平米になります。 

 続きまして、議案書の２０ページから２１ページをご覧ください。こ

ちらに、農地法第５条第１項第７号の規定による届出があったものが記載

されております。届出期間につきましては、同じく令和２年４月１日から

４月３０日までの間に届出がされたものになります。 

 受付番号２５から３１までの７件で、田が３４７平米、畑が８５８平

米、合計、1,205平米になります。 
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 以上、これらにつきまして、専決処分で受理したことを報告いたしま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、農地法第４条、受付番号４から５、農地法第５条、受付番号

２５から３１について、一括して質疑をお受けいたします。質疑はござい

ますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、農地法第４条の受付番号４から５、農地法第５条、

受付番号２５から３１については、一括して了承とさせていただきます

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、一括して了承とさせていただき

ます。 

 次、７．その他にについて、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かございますでしょうか。 

 ないようですので、本日の定例総会は終了いたします。長い間、あり

がとうございました。 

（終了 午後２時１５分） 


